
　氏は、昭和 41 年、桂川町消防団に入団以来、56 年の永きにわ
たり消防精神に徹し、平成 30 年 4 月には団長に就任。その豊か
な経験と卓越した指導力のもと、消防団の発展および活性化に
大きく貢献されました。消防活動では、消防力の整備強化、近
代化を推進し、地域住民の絶大な支持、全幅の信頼を得ています。
令和 3 年 11 月には藍綬褒章を受章する等、消防諸般の業務に尽
力した功績により、今回の受賞となりました。

　氏は、昭和 54 年、桂川町消防団に入団以来、終始一貫、消防
精神に徹し、平成 30 年４月には本部員に昇進。その重責を果た
すとともに団運営の円滑化、消防力の向上に尽力。「あらゆる災
害から住民の生命、身体及び財産を守る。」という消防精神に基
づき、豊かな経験と指導力によって、部下団員の指導・育成を
図りました。平成 24 年 3 月には、消防庁長官永年勤続功労章を
受章する等の功績から、今回の受賞となりました。

　氏は、平成元年 12 月に民生児童委員として厚生労働大臣から
委嘱を受け、30 年間の永きにわたり、住みよい地域づくりと社
会福祉の発展に貢献。その責任感と人柄から、地域住民にとっ
て欠かせない存在であり、子どもたちの見守りや地域パトロー
ルにも精力的に取り組まれました。平成 25 年 12 月には、桂川
町民生児童委員協議会の会長に就任し、６年間、会の運営・発
展に尽力される等の功績から、今回の受賞となりました。

　氏は、平成 16 年 10 月に人権擁護委員として法務大臣から委
嘱を受け、15 年３月の永きにわたり、基本的人権の擁護、自由
人権思想の普及高揚に尽力。地域住民の人権相談・問題解決を
はじめ、人権侵害被害者の救済や人権擁護の啓発活動等、町の
発展及び住民福祉の向上に多大な貢献を果たしました。また、
土師生活環境を守る会の設立や、桂川町社会福祉協議会会長を
務める等の功績から、今回の受賞となりました。
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